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【
対
象
】

重
度
ま
た
は
中
度
の
心
身
障
害
児
（
20

歳
未
満
）
を
監
護
・
養
育
し
て
い
る
方

【
支
給
月
日
】（
申
請
月
の
翌
月
か
ら
支
給
）

　

４
・
８
・
11
月
の
11
日
（
原
則
）

【
支
給
額
】（
月
額
）

・
施
設
に
入
所
し
て
い
な
い
方

【
支
給
月
日
】（
申
請
月
の
翌
月
か
ら
支
給
）

　

５
・
８
・
11
・
２
月
の
10
日（
原
則
）

【
支
給
額
】（
月
額
）

【
対
象
】
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

・
20
歳
以
上
で
、
精
神
ま
た
は
身
体
に
重

度
の
障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常

に
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
方

・ 
施
設
に
入
所
し
て
い
な
い
方

・ 

継
続
し
て
３
か
月
以
上
の
入
院
を
し

て
い
な
い
方

【
支
給
月
日
】（
申
請
月
の
翌
月
か
ら
支
給
）

　

５
・
８
・
11
・
２
月
の
10
日（
原
則
）

【
支
給
額
】（
月
額
）

【
対
象
】
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
２
級
の
該
当
者

・
療
育
手
帳
Ａ
判
定（
Ｉ
Ｑ
35
以
下
）の
該
当
者

・
身
体
障
害
者
手
帳
が
３
級
で
療
育
手
帳
が

Ｂ
判
定
（
Ｉ
Ｑ
50
以
下
）
の
合
併
症
者

※
施
設
入
所
者
・
３
か
月
以
上
継
続
し
て
入
院

し
て
い
る
方
・
65
歳
以
上
で
新
た
に
障
害
者

と
な
ら
れ
た
方
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

【
支
給
月
日
】（
申
請
月
の
翌
月
か
ら
支
給
）

　

４
・
８
・
12
月
の
25
日（
原
則
）

【
支
給
額
】（
月
額
）

【
対
象
】
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

・
20
歳
未
満
で
、
精
神
ま
た
は
身
体
に
重

度
の
障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常

に
介
護
を
必
要
と
す
る
方

・
障
害
を
支
給
理
由
と
し
た
年
金
を
受
け

て
い
な
い
方

【
対
象
】

田
原
市
に
住
所
が
あ
り
、「
身
体
障
害
者
手

帳
」「
療
育
手
帳
」「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
」
の

い
ず
れ
か

を
所
持
し

て
い
る
方

【
支
給
月
日
】（
申
請
月
の
翌
月
か
ら
支
給
）

７
・
11
・
３
月
の
25
日（
原
則
）

▼
地
域
福
祉
課

☎
23
局
３
６
９
７

23
局
３
５
４
５

区　分 支給額
1 級 4,500 円

2 級 2,500 円

3 級 1,000 円

区　分 支給額
Ａ判定 4,500 円

Ｂ判定 2,500 円

Ｃ判定 1,000 円

区　分 支給額
1 級 4,500 円

2 級 3,500 円

3 級 2,500 円

4 級 1,500 円

5 級 1,000 円

6 級 1,000 円

区　分 支給額

Ａ種
身障手帳が１～２級
で、療育手帳がＡ判
定の合併症者

33,110 円

Ｂ種
身障手帳が１～２級
の方、または療育手
帳がＡ判定の方

27,310 円

Ｃ種 精神障害、血液疾患
を有する方 26,260 円

※所得により支給制限があります。

区　分 支給額

Ａ種
身障手帳が１～２
級で、療育手帳が
Ａ判定の合併症者

21,180 円

Ｂ種

身障手帳が１～２
級の方、または療
育手帳がＡ判定の
方

15,430 円

Ｃ種 精神障害、血液疾
患を有する方 14,280 円

※所得により支給制限があります。

区　分 支給額

重度

身障手帳が１～２
級の児童、または
療育手帳がＡ判定
の児童

50,400 円

中度

身障手帳が３級お
よび４級の一部の
児童、または療育
手帳がＢ判定の児
童

33,570 円

※所得により支給制限があります。

▪身体障害者手帳▪療育手帳

▪精神障害者保健福祉手帳

年1回、8 月12日から9 月10日までに現況届を提出
することになっています。必要書類などは受給者あてに
郵送します。

年1回、8月12日から9月10日までに現況届を提出すること
になっています。必要書類などは受給者あてに郵送します。

年1回、8月12日から9月10日までに現況届を提出するこ
とになっています。必要書類などは受給者あてに郵送します。

区　分 支給額

1 種

身障手帳が１
～２級で、療育
手帳がＡ判定

（IQ35以下）
の合併症者

15,500 円

2 種 第１種以外の
該当者 6,750 円

※所得により支給制限があります。

年 1 回、8 月 12 日から 9 月 10 日まで
に現況届を提出することになっていま
す。必要書類などは受給者あてに郵送
します。

手
当
制
度

障
害
者（
児
）の
た
め
の

田
原
市
障
害
者
手
当

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

障
害
児
福
祉
手
当

特
別
障
害
者
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当


